柳津町森林の集積・集約化実証事業　森林境界明確化業務委託
公募型プロポーザル実施要領
目的
柳津町において森林整備を推進するにあたり、森林境界が不明なことが課題となっている。本業務は、柳津町森林集約化地域協議会の構成団体の一つである柳津町が福島県森林整備課より配布された下記業務の成果品を活用して森林の現況を把握し、森林境界推測図を作成し森林整備を実施するための森林境界明確化を行うことを目的とする。

業務の概要
　業務名　柳津町森林の集積・集約化実証事業　森林境界明確化業務
業務内容　別紙『柳津町森林の集積・集約化実証事業　森林境界明確化業務委託仕様書』（以下、「仕様書」という。）のとおり
委託期間　契約締結日から令和9年1月31日まで
事業費上限額　6,633,000　円（消費税及び地方消費税含む。）
支払条件　業務完了検査後、一括払い

プロポーザル方式採用の具体的な理由
本業務は下記の要素を含むため、公募型プロポーザル方式を採用する。
1.広範かつ高度な知識と豊かな経験を必要とする業務
2.比較検討又は新技術を要するものであって高度な専門性と豊かな経験を必要とする業務
3.実験解析又は特殊な観測・診断を必要とする業務

参加資格
　・本件に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
　・地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
・会社法（平成17年法律第86号）第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始、破産法（平成16年法律第75号）第18条第１項若しくは第19条第１項の規定に基づく破産手続の申立て、会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定に基づく再生手続の申立てがなされた者でないこと。
・町税等を滞納している者でないこと。
・参加表明書の提出の日から契約締結までの間において、指名停止の措置を柳津町から受けていない者又は受けることが明らかである者でないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条及び柳津町暴力団排除条例（平成24年３月12日柳津町条例第５号）第２条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者に該当する者ではないこと。


スケジュール
	項 目
	日 程
	備 考

	①質問の受付
	令和8年6月8日（月）
~令和8年6月15日（月）
	6月15日（月）正午までメール必着

	②質問の回答期限
	令和8年6月17日（水）
	町 HP に掲載

	③参加表明書提出期限
	令和8年6月19日（金）
	午後5時まで必着（メールもしくは郵送、持参）

	④企画提案プレゼンテーション
	令和8年6月26日（金）
	柳津町役場大会議室

	⑤審査結果通知
	令和8年6月29日（月）
	メール通知･HP 公表

	⑥契約締結
	令和8年6月下旬
	



提出書類
本プロポーザルへの参加希望者は、本実施要領及び仕様書等を理解したうえで、次により書類を提出すること。各様式は柳津町ホームページよりダウンロードすること。

参加表明書提出時
様式第1号　プロポーザル参加表明書
様式第2号　誓約書1部
様式第3号　業務実績調書1部

企画提案プレゼンテーション参加時
企画提案書　8部及びデータ版　1部
※企画提案書の様式
・企画提案書は、A4版横置きの文書形式とすること。
・用紙は再生紙を使用し、必ず両面印刷とすること。
・提案書の本文は50ページ以内とすること。（表紙、目次は除く。）
・本文の各ページには、ページ番号を記載すること。
※企画提案書記載事項
・提案書は仕様書の内容を踏まえ作成するとともに、企業概要、業務実施スケジュール、人員配置、進行管理方法等についても記載すること。
・提案内容は全て実現できるものとし、具体的に記載すること。
・追加提案等を記載した場合であっても、全て事業費上限額内であること。
・仕様書の要件を上回るより良い提案がある場合は、その差異を明記するとともに、全て事業費上限額内であること。
様式第5号　見積書（積算基礎がわかるように任意の内訳書を添付すること）1部
提出期限
参加表明書　　令和8年6月19日（金）午後5時　までメールもしくは郵送、持参必着
企画提案書　　企画提案プレゼンテーション実施日に柳津町役場地域振興課農林振興係内
柳津町森林集約化地域協議会事務局まで
提出方法
　メールの場合
期日までに事務局の電子メールアドレス（nourin-shinkou＠town.yanaizu.fukushima.jp）へメール送付すること。
郵送の場合
一般書留、簡易書留又は特定記録郵便のいずれかの方法で送付すること。
また、郵便事故等により上記提出書類が提出場所に到着しなかったことに対して、異議申立てはできません。
持参の場合
受付時間は土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する祝日（以下「休日」という。）を除く、午前8時30分から午後5時00分までに直接持参すること。

提出先
〒969－7201
福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙234番地
柳津町役場　地域振興課　農林振興係内　柳津町森林集約化地域協議会事務局　宛

質問書の提出期限
令和8年6月15日（月）正午　まで（必着）
※提出書類等に関して不明な点がある場合は、質問書（様式第4号）により、事務局の電子メールアドレス（nourin-shinkou＠town.yanaizu.fukushima.jp）へメール送付すること。

質問への回答
令和8年6月17日（水）までに、町ホームページに質問及び回答を掲載する。なお、質問者の氏名等は掲載しない。

審査方法等
参加資格要件を満たし、かつ提案価格が事業費上限額の範囲内にある者について、別紙「柳柳津町森林の集積・集約化実証事業　森林境界明確化業務委託に係る公募型プロポーザル評価項目及び審査事項」に基づき柳津町森林集約化地域協議会におけるプレゼンテーション及び質疑応答形式の審査を経て、本業務に最も適切な企画提案を選定する。
(プレゼンテーション及び質疑応答)
日時　令和8年6月26日（金）午後1時30分より
場所　柳津町役場本庁舎
出席者　3名以内とし、説明は、本業務に直接的に携わる者が行うものとする。
内容　企画提案書の内容説明（30分以内）
企画提案書の内容に関する質疑（10分程度）
結果通知　選考結果は参加事業者に電子メールで通知する。また、町ホームページでも公表するが、参加者の名称や評価点については、参加者の権利利益を害するおそれがあると判断する場合は、公表しないことができるものとする。
受託候補者　各選考委員の総合評価点の合計点が最も高い者を受託候補者として選定する。なお、同点の場合は、見積書の金額が低い者を受託候補者として選定する。
その他  プレゼンテーションの順番は、参加受付の順とする。
プレゼン用モニター画面及びHDMI端子は事務局が準備する。
パソコン、その他の機材等は各参加事業者にて用意すること。
審査結果に対する異議申し立て、質問等には、一切応じない。

契約の締結
契約は、選定された受託候補者と柳津町森林集約化地域協議会の間で協議を行い、協議が整った場合には、随意契約により当該業務の実施に係る契約を締結することを原則とする。
なお、プロポーザルの性質上、当該契約に当たり、企画提案内容（見積内容を含む。）をもって、そのまま契約するとは限らないので、留意すること。
また、選定された受託候補者との協議が不調に終わった場合には、次点とされた者と協議を行い、協議が整った場合には、随意契約により当該業務の実施に係る契約を締結することとする。

失格もしくは提案無効に関する事項
次のいずれかに該当する場合は、失格もしくは提案無効とする。
・資格審査の結果、参加資格がないと認められた場合。
・提出書類の提出方法や提出期限を遵守しない、内容に虚偽の記載が認められた場合。
・事業費上限額を超える金額で見積書を提出した場合。
・審査の公平性に影響を与えるような不誠実な行為があった場合。
・プレゼンテーションにおいて、正当な理由なく欠席した場合。
・その他、著しく信義に反する行為があった場合。

その他必要な事項
・提出された企画提案書の著作権は提案者に帰属するものとし。業務目的以外で提案者に無断で使用しないものとする。なお、提出された書類は返却しない。
・プロポーザルに参加する一切の費用は、全て参加者の負担とする。
・参加表明及び企画提案書の提出者が1者の場合でも、本プロポーザルは成立する。
・参加者は本プロポーザルの実施後、内容の不明及び不知を理由として、異議を申し立てることはできない。
・本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合には、柳津町個人情報の保護に関する法律施行条例（令和5年3月20日柳津町条例第1号）を準用し、提出書類を公開する場合がある。




事務局
柳津町　地域振興課　農林振興係　内
住所　〒969-7201　福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙234番地
電話　0241-42-2116　　FAX　0241-42-3495
電子メール　nourin-shinkou＠town.yanaizu.fukushima.jp

様式第1号
令和　　年　　月　　日
柳津町森林集約化地域協議会
会長　杉原　満　様
所在地　　　　　　　　
商号及び名称　　　　　　　　
代表者職氏名　　　　　　　印

プロポーザル参加表明書

柳津町森林の集積・集約化実証事業　森林境界明確化業務委託公募型プロポーザルについて、下記のとおり参加表明します。
なお、柳津町森林の集積・集約化実証事業　森林境界明確化業務委託公募型プロポーザル実施要領に定められた参加資格の要件を満たしていること、参加申込書及び今後提出する関係書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。

1　事業者の概要
	所在地
	


	商号又は名称
	

	代表者職氏名
	



2　連絡先
	担当者所属
	

	（ふりがな）
担当者名
	


	電話
	

	FAX
	

	メールアドレス
	





（様式第2号）
誓　約　書
□私
□当社　　　　　　　　　　　　　は、下記1及び2のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
この表明・確約書が虚偽であり、又はこの表明・確約書に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てず、何ら賠償ないし補償を求めません。ただし、貴職に損害が生じたときには、その損害を賠償します。
また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供し、表明・確約事項を確認することについて、同意します。

記

1　契約の相手方として不適当な場合
(1)　法人等（個人・法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下、同じ。）又は暴力団員（同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下、同じ。）であるとき。
(2)　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用する等しているとき。
(5)　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2　契約の相手方として不適切な行為をする者
(1)　暴力的な行為
(2)　法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)　取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)　偽計又は威力を用いて契約担当者等の業務を妨害する行為
(5)　その他前各号に準ずる行為
柳津町森林集約化地域協議会　会長　杉原　満　様
年　　月　　日

所在地　　　　　　　　
代表者職氏名　　　　　　　㊞



様式第３号
　　
業務実績調書

商号又は名称
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　

業務実績について確認するため，実績を記入すること。
（５件を上限に行追加自由）

	委託名称等
	契約期間
	業務の概要

	業務名：

契約自治体名：

人口規模等（契約当時）：　人

契約金額：　円

	年　月

～

年　月
	






様式第4号
質問書
柳津町森林集約化地域協議会
会長　杉原　満　様
郵便番号　　　　　　　
　　　　　　　　　　　所在地　　　　　　　
商号又は名称　　　　　　　
代表者職氏名　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者氏名　　　　　　　
電話番号　　　　　　　
E-mail　　　　　　　

柳津町森林の集積・集約化実証事業　森林境界明確化業務委託　公募型プロポーザル実施要領の参加にあたり、下記の事項について質問しますので、回答願います。

記
	ページ
	質疑内容

	
	

	
	

	
	


※ページ欄には、「実施要項〇ページ」など、わかりやすく記入すること。


様式5号
[bookmark: _GoBack][image: ] 

5/10
image1.emf
印

千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円



上記の金額に、１１０／１００を乗じた額 円



金　額

（税抜）



　　

（注） １　金額（税抜）欄には、消費税及び地方消費税を除いた額を記入してください。

２　上記金額は、令和8年度（単年度）のものとすること。

４　本見積書のほか、任意様式にて、積算基礎がわかる内訳書を添付すること。

３　上記金額は、令和8年度中の業務のすべての経費を含んだものにすること。

柳津町森林集約化地域協議会

会長　杉原　満　様

見 　  　積   　　書

令和 年 月 日



住 所

商号又は名称

代表者職氏名

件　名 柳津町森林の集積・集約化実証事業　森林境界明確化業務委託


